


要約:平成 7 年 1 月 1 日からわが国でも ICD-10 に従い体重身長ともに 10 パーセンタイル

値未満の児を small  for  gestational age  infant と分類するようになった。従来の出

生体重-1.5SD(以下 BW-1.5SD と略)(約 7 パーセンタィル)の基準と新たに採用されるよう

になった出生体重 10 パーセンタイル(以下 BW10%ile と略)(約一 1.2SD)の基準ではどちら

が有病率を考慮する上でより有用であるかを検討した。その結果、両曲線に囲まれる児(-

1.5SD≦BW<10%ile)の有病率は BW10 %ile 値以上の児の有病率よりも BW-1.5SD 未満の児の

有病率により有意差を認めた。また BW-1.5SDの基準で分けた両群の方か BW10%ile の基準

で分けた両群よりも有病率に関してより有意差を示した。これらのことから有病率に関し

ては BW-1.5SD の基準の方が BW10%ileの基準より児のリスクを把握する上で有用であると

考えられた。


